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＜認定調査票の記載方法＞ 

 ・鉛筆で、聞き取った内容を記載又は各項目に○をしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

相模原市版 調査票記入の注意事項 

記入は不要 

記入は不要 

対象者の被保険者番号を記載 

＜実施場所＞調査対象者の方の生活の場所で実施してください。 

「自宅」：戸建て住宅、アパート、マンション（購入、賃貸）等 「自宅外」：（  ）内に実施場所を記載 

 ※サービス付き高齢者住宅、NPO 寮等の、利用料（家賃ではなく）を支払って入居している、 

高齢者等の本人のみが入居できるもの（家族と同居できない。）は、「自宅外」として扱う。 

＜現在受けているサービスの状況＞※居宅サービス・地域密着型サービスのみ記載 

・新規申請：「なし」に○（住宅改修も「なし」に○）暫定サービス利用の場合→特記事項の概況に記載 

・サービスを利用している場合は、要支援→予防給付・総合事業に○、要介護→介護給付に○ 

実際に利用しているサービスの該当番号横に調査実施月のケアプラン上の利用回数・日数を右詰めで記載 

⑪「貸与」：調査日時点の品目数を記載 

⑫「販売」：過去 6 か月の品目数を記載 

⑬「住宅改修」：新規申請・入所・入院中→「なし」 

自費や本人以外のサービス利用で改修済みの場合は「なし」

とし、特記事項の概況に記載 

◆介護保険施設入所中、入院中は、サービスの状況は「なし」に○（住宅改修も「なし」に○） 

「施設利用」の該当施設に○、「施設名」に利用施設名、住所、連絡先を記載（ショートステイは居宅扱い→該当しない） 

◆⑩ケアハウス・⑰グループホームは、「予防給付」または「介護給付」に○、該当箇所に調査実施月の利用日数を記載し、「施設利用」の該当

項目に○、「施設名」に利用施設名、住所、連絡先を記載 

◆特定施設以外の有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、NPO 寮等は、「予防給付」または「介護給付」に○、利用サービスは該当項目に

記載、「施設利用」：その他施設に○、「施設名」に利用施設名、住所、連絡先を記載 

◆⑯小規模多機能型居宅介護は、「予防給付」または「介護給付」に○、「⑯小規模多機能型居宅介護」に調査実施月の利用日数を記載し、利用

しているサービス内容の内訳は、特記事項の概況に記載 

◆⑯小規模多機能

調査日を記載 

変更点があります！ 

必ずご一読ください！！ 

医療保険の往診・ 

配食サービス等記載 

 ◆⑩ケアハウス

 ◆⑰グループホーム 
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＜特記事項を必ず記載する項目＞ 

一次判定に影響しやすい項目です。 

★「１－７」「２－２」「２－５」「２－６」「２－１２」 

「７－１」「７－２」は選択肢にかかわらず必須 

 

 注 意！！ 

チェックなし・ダブルチェック 

が多いです。 

提出前に再確認を！ 

入院中、施設入所中の場合は、在宅時の状況で選択。 

注）3 ページ「認定調査票（Ⅳ概況調査）」では、現在の状況で選択。 

特記の欄は記載不要。特記事項は「認定調査票（Ⅳ概況調査）」に記載。 
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＜特記事項の記載方法＞ 

・調査対象者の介護の手間が介護認定審査会に伝わるように、調査項目の定義を確認し、分かりやすく、簡潔に 

記載してください。下記の記載例を参考にしてください。裏面には、被保険者名を記載してください。 

・原則１枚、パソコン（文字：明朝体,10 ポイント）で作成してください。 
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＜調査票裏面の記載方法＞ 
・調査票の裏面は調査員が記載してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆調査票提出後に介護保険課にて検査・検収を行います。 

 その結果、「不合格」となった場合、調査票を修正、再提出していただく場合があります。 

 また、必要に応じて事業所管理者の内容確認と記名を求める場合もあります。 

 

◆調査時の聞き取り内容の記録である「調査日誌」は、介護保険課の検査・検収のお問い合わせ 

 以外にも、調査対象者等からの審査請求があった場合に必要です。審査請求は、処分を知った日

の翌日から３か月以内にすることが可能です。概ね 1 年間は「調査日誌」の保管をお願いします。 

 

 

 
 
 

＜問い合わせ＞ 

相模原市介護保険課 認定班 

電話：０４２－７６９－８３４２（直通） 

（令和３年 10 月改訂） 

日頃より、調査にご協力 

いただきありがとうございます！ 

今後も適正な調査を 

お願いいたします。 

 

調査に立会い者がいれば、最多３名

まで調査員が記載。 

※漢字でなくても良いです。 

「要介護認定調査業務委託契約書」を必ず一読ください。
必ず、調査終了後に対象者、立会い

者に調査項目の説明を行ったうえ、

記載してください。 

※適宜、ふりがなの記載もお願いい

たします。 

調査票の内容によっては、お問 

い合わせすることがあります。 

連絡可能な事業所等の電話番号 

を記載してください。 

必要に応じて求める場合にはご連

絡いたします。その際は、管理者が

確認し、記名をお願いいたします。

管理者あてにお問い合わせもさせ 

ていただきます。 


